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分担研究報告書 

 

 

障害福祉サービスのみで看取り期を支える場合の 

報酬上の課題と加算新設の必要性の検討 

 

分担研究者：村岡 美幸（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

分担研究者：日詰 正文（国立重度知的障害者総合施設のぞみの園） 

研究要旨 
障害福祉サービス利用者の高齢化・重度化に伴い、障害者支援施設や共同生活援助事業所等にお

いても、看取り期の生活支援や職員や家族のグリーフケアなどの死亡前後の支援に向き合う場面が

増えている。介護保険制度では看取り期の支援が加算や体制評価として明確に位置づけられている

一方、障害福祉サービスでは、医療的ケア、通院支援、医療連携等の個別要素に評価が分散してお

り、看取り期における生活支援の全体像が報酬上見えにくい。 

本分担研究では、障害福祉サービスを中心として看取り期を支える場合に必要となる支援を、医

療行為以外の生活支援、意思決定支援、苦痛・不快の把握、生活環境の継続、医療職との情報共

有、家族等との調整を視野に入れ、障害福祉サービス報酬に関する看取り期の暮らしを支える加算

の創設を提案した。 

 

Ａ．研究の背景と目的 

これまで障害福祉サービスは、高齢期を迎える

前までの利用者に対して、日々の生活を支える制

度として整えられてきたが、長年サービスを利用

してきた障害者が高齢になり、病気や身体機能の

低下を抱えながら、住み慣れた場所や慣れ親しん

だ支援者のもとで最期の時間を過ごすことを望む

場合があり、障害福祉サービスを利用する人の高

齢化や重度化が進むなかで、障害者支援施設、共

同生活援助等の現場においても、看取り期の支援

や職員や家族のグリーフケアなどの死亡前後の支

援に向き合う場面が増えている。る。 

こうした看取り期に近づいた利用者に対して障

害福祉の支援現場でも、食事、排泄、入浴、体位

変換、見守り、意思疎通支援、医療機関との連

絡、家族や後見人等との調整など、多岐にわたる

支援が行われている。これらの支援は、本人が安

心して最期の時間を過ごすために欠かせない生活

支援である。 

また、知的障害、発達障害、重度身体障害等が

あり、痛みや不安を言葉で伝えることが困難な場

合には、看取り期を迎える前から、本人をよく知

る支援者が、表情、姿勢、食事量、睡眠、呼吸、

行動の変化などを丁寧にくみ取り、医療職や家族

等に伝えることが重要となる。 

しかし、これらの取り組みについて十分な報酬

上の位置づけはなされていないという声があるこ

とから、本研究では、障害福祉サービスのみ、ま

たは障害福祉サービスを中心として看取り期を支

える場合に生じる支援が適切に行われるよう、報

酬上の課題を整理し、障害福祉サービスや介護保

険サービス、医療における看取り期の暮らしを支

える生活支援を、制度上どのように評価し、連携

させていくべきかを検討する基礎資料を作成する

ことを目的とした。 

なお、「看取り」については、「病状または老
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衰等が不可逆的で、治療による回復や状態改善が

見込めず、近い将来に死が避けられないと判断さ

れる段階をいう。」といった定義がある 1）。本

報告書でも同様に「看取り」を、死亡直前の時期

に限らず、人生の残り時間がある程度限られてい

ると考えられる段階から、死亡および死亡後の対

応までを含む一連の期間として用いる。さらに

「看取り期」は、本人の暮らし、意思決定、医

療・介護・福祉的支援、家族等への支援を含め

て、最期までその人らしく過ごすことを支える時

期を意味する。 

 

Ｂ．方法 

本研究では、障害福祉サービスにおける高齢期

の看取り支援を、分担研究者が、令和６年度時点

の報酬体系及び介護保険制度との比較の観点から

整理した。分析の視点は、①障害福祉サービスの

みで支える場合、②介護保険サービスのみで支え

る場合、③介護保険と障害福祉サービスを併給す

る場合の三類型で、どのような報酬があり、制約

があるのか、といった点である。対象資料は、障

害福祉サービス等報酬改定資料、介護報酬改定資

料、高齢の障害者に対する支援の在り方に関する

資料等とした 2)3)4)。 

 

Ｃ．研究結果 

１）障害福祉サービスにおける高齢障害者の看取 

り期を支える報酬等 

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要

（厚生労働省）2）によれば、障害者支援施設は、

夜間看護・通院・医療的ケア・栄養・入浴等の各

加算で、看取り期の生活を支える構造となってい

るほか、共同生活援助は、夜間支援、日中支援、

医療連携、入退院支援等の加算で支える構造とな

っている（表１）。 

 

２）介護保険における高齢障害者の看取り期を支 

える報酬等 

介護保険では看取り期の支援を直接評価する加

算が存在していた 3）。具体的には、「看取り介

護加算」「ターミナルケア加算」「看取り連携体

制加算」「ターミナルケアマネジメント加算」

「協力医療機関連携加算」である（表２）。一方

で、夜間支援、栄養、口腔、褥瘡、排泄、感染

症、入退院支援などは、障害福祉サービスと同様

に、看取り期の生活継続を支える加算として存在

していた（表３）。 

 

３）障害福祉サービスと介護保険の併給が可能な 

条件 
障害者総合支援法第 7 条に基づき、65 歳以上

の障害者、または 40 歳以上 65 歳未満で特定疾

病により要介護・要支援認定を受けた障害者につ

いては、障害福祉サービスと同様の内容・機能を

有する介護保険サービスがある場合、原則として

介護保険サービスが優先される。 

ただし厚生労働省は、介護保険サービスを一律

に優先するのではなく、本人の障害特性、生活状

況、必要とする支援内容等を踏まえ、市町村が個

別に判断する必要があるとしており 4）、併給が

可能な条件として、厚生労働省が令和 5 年 6 月

30 日に発出した「障害者の日常生活及び社会生

活を総合的に支援するための法律に基づく自立支

援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事

項及び運用の具体例等について」から、「介護保

険サービスのみでは必要な支給量を確保できない

場合」「介護保険サービスでは対応できない支援

内容が必要な場合」「相当する介護保険サービス

を実際に利用することが困難な場合」「要介護認

定等で非該当となり介護保険サービスを利用でき

ない場合」「介護保険に相当するものがない障害

福祉固有サービスを利用する場合」としている

（表４）。 

また、指定障害者支援施設等は介護保険適用除

外施設とされており、入所者については、入所中

に介護保険サービスを併給することは原則として

想定されていない一方で、共同生活援助について

は、個々の障害者の状況等から必要と認められる

場合、65 歳以降も継続利用が認められる場合が

あることが記されており 5）、看取り期支援にお

ける障害福祉サービスと介護保険の併給可能性

は、障害者支援施設では限定的であるのに対し、

共同生活援助では個別判断により認められる余地

がある（表５）。 

  

４）高齢障害者の看取り期を支えるサービス、三
類型の比較 
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1）から 3）の情報について、「サービスの位

置づけ」「看取り期支援を直接評価する加算」

「看取り期を支える主な加算・報酬」「生活の

場」「障害者支援施設での扱い」「共同生活援助

での扱い」を比較した（表 5）。 

その結果、１）の障害福祉サービスでは、看取

り期そのものを直接評価する加算は乏しく、生活

支援・医療連携・夜間支援等を通じて間接的に支

える構造であった。これに対し、２）の介護保険

サービスでは、看取り期を明示的に評価する報酬

体系が整備されていた。また、３）の併給類型で

は、介護保険サービスだけでは必要な支援量や支

援内容を確保できない場合、または障害特性に基

づく支援が継続して必要な場合には、個別判断に

より障害福祉サービスとの併給が検討されるが、

障害者支援施設はその対象外となっていた。 

 

５）医療保険における看取り期を支える報酬等 

令和６年度診療報酬改定で、障害者支援施設で

医療保険が給付できる医療サービスの範囲の見直

しが行われ、医療と介護の両方を必要とする障害

者が可能な限り施設での生活を継続できるよう、

障害者支援施設に入所している末期の悪性腫瘍の

患者に対して行った訪問診療の費用については、

医療保険で算定ができるよう改定された 6）。 

 

Ｄ．考察 

本研究は、１）障害福祉サービス、介護保険サ

ービスの報酬の現状を整理し、２）障害福祉サー

ビスにおける看取り期の暮らしを支える生活支援

を、制度上どのように評価すべきかを考察する。 

 

１）障害福祉サービスで高齢障害者の看取りを支
える場合の報酬上の課題 

高齢障害者の看取りを支える報酬上の課題とし

て、障害福祉サービスでは、介護保険サービスに

比べて、看取り期そのものを直接評価する加算が

乏しい点が挙げられる。 

特に問題となるのは、障害者支援施設は介護保

険適用除外施設である点であり、看取り期支援は

施設内の職員体制や医療連携に依存しやすい構造

にあった。この場合の課題は、看取りの実施が、

施設ごとの体制差に左右されやすい点である。令

和 6 年度診療報酬改定により、障害者支援施設

に入所する末期の悪性腫瘍患者への訪問診療が医

療保険で算定可能となったことは、施設での生活

継続を支える重要な見直しである一方で、看取り

期には医療的対応だけでなく、日常生活支援、意

思決定支援、家族支援、夜間・緊急時対応も必要

であることから、医療保険による対応のみでは生

活全体を支える評価としては十分でないと考えら

れた。看取り期においても、本人が希望する場合

は、障害者支援施設での暮らしの継続ができるよ

う、介護保険サービスに位置付けられている看取

り介護加算と同等の加算の創設、または介護保険

サービスや医療の利用を可能とする改善が重要と

考えられた。 

また、共同生活援助では、生活の場を維持しな

がら介護保険サービスや医療保険サービスを組み

合わせる余地があったが、併給の可否は市町村に

判断が委ねられ、地域や自治体の運用により十分

にサービスが確保できない、たとえば通所介護や

訪問看護が受けられないといった問題が生じる可

能性があり、介護保険や医療保険との役割分担の

整理や、介護保険サービスに位置付けられている

看取り介護加算と同等の加算の創設、または介護

保険サービスや医療の利用を可能とする改善が必

要であると考えられた。 

 

２）介護保険サービスで高齢障害者の看取りを支
える場合の報酬上の課題 

高齢障害者の看取り期の暮らしにおいては、意

思表出の困難さ、環境変化による心身状態への影

響、長年関わってきた支援者との関係性、障害特

性に応じたコミュニケーションや介助方法の継続

が重要となる。これらは、障害福祉サービスに比

べ、介護保険サービスにおける看取り支援のみで

は十分に評価されにくい要素であり、障害福祉サ

ービスが担う固有の支援機能といえる。 

この点について、介護保険サービスに従事する

人材に対して、障害者のケアに関する人材養成を

強化することとするのか、併給の仕組みを検討し

つつ障害福祉との相補的な支援のモデルを新たに

構築していくのか、検討することが必要であると

考えられた。 
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Ｅ．結論 

障害福祉サービスにおいて高齢障害者の看取り

期を支援するにあたっては、最期の暮らしを支え

る支援過程を、制度上どのように評価するかが重

要であり、障害者支援施設における施設内支援体

制の評価や、共同生活援助における外部サービス

との連携・調整に係る評価について検討を深め、

加算創設に向けた基礎資料を作成していくことが

求められる。 

その際、介護保険や医療保険との役割分担を整

理し、自治体間で支援の格差が生じにくい運用を

整備することも重要である。 
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表１ 障害福祉サービスにおける看取り期の生活継続を支える報酬等一覧             
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表２ 介護保険における看取りを直接評価する報酬等一覧 

 
※本表は、令和 6 年度介護報酬改定資料、厚生労働省告示および関連する留意事項通知に基づき、看取り期支援に関連する主な報酬・加算を整理したもので

ある。詳細な算定可否は、各サービス種別の告示・通知および最新の厚生労働省資料を確認する必要がある。 

 

表３ 介護保険における看取り期の生活継続を支える報酬等一覧 
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表４ 障害福祉サービスと介護保険併給可能条件 

 
 

 

表５ 看取り期支援を「障害福祉サービス」「介護保険サービス」「障害福祉サービスと介護保険サー 

ビスの併給」で支える場合の比較結果 
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